
 

記  載  要  領 

 

 

１ 第１面 

（１） 新規・更新のいずれか該当する方を○でかこむ。 

（２） 受任者の欄は、代表者の委任により申請をする場合に限り記載すること。（委任状要） 

この場合申請者欄も記載する。 

 

 

２ 第２面 

（１） 大分類 ┄┄┄ 希望する指定品目(中分類)の属する部門(大分類)の該当番号を記入すること。 

    ２以上の部門にまたがるときは、主たる１部門のみ番号を記入すること。 

（２）中分類 ┄┄┄ 希望する指定品目につき、｢希望する中分類｣欄に番号を記入すること。 

（３）明 細 ┄┄┄ 品目を限定するときは、｢○○のみ｣と記入する。また、供給しようとする

品目がその中分類に含まれるかどうか不明のときは、｢○○を含む｣と記入する。 

（４） 許認可等｢注｣欄に｢  ｣書きで示した許認可・登録・届出等のあるものは、｢ 明細 ｣欄

に｢ ○○許可又は許可、登録、届出 ｣等と記入すること。 

（５） 分類表に該当する項目が無い場合は、大分類０９その他の分類・中分類９８その他を選

択し、「左記中分類の内容」欄に取扱品目・業務内容等を、詳しく記入すること。 

 

 

３ 第３面 

（１） ４  欄 ┄┄┄ 本店等の開業（設立）の日。個人から法人にかわったものは、個人開業の

日と法人設立の日をそれぞれ記入する。 

 

 

 

 

 

 



 

業  種  別  分  類  表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 分 類 中    分    類      注 ｢ 販 売 に 関 す る 許 可 等 ｣ 

 

 

 

 

 

０１ 

 

産 

 

 

業 

 

 

部 

 

 

門 

０１ 

０２ 

０３ 

０４ 

０５ 

０６ 

０７ 

０８ 

０９ 

１０ 

１１ 

１２ 

土 木 建 設 機 械 器 具 

農 林 業 用 機 械 器 具 

漁 業 機 械 器 具 

諸 設 備 用 機 械 器 具 

電 気 機 器 及 び 資 材 

工 作 機 械 器 具 

建 材 類 

原 材 料 類 

農林業種苗薬品資材類 

機 械 修 繕 

火 薬 類 

そ の 他 

特殊車両を含む 

同  上 

漁船、船舶等 

空調設備等 

家庭用電気製品、照明器具、電線等 

 

畳、建具、表具、塗料、ブロック類、ヒューム管等 

源木材、鉄鋼材、セメント、ガラス類等 

庭石、肥料、農薬届出、動物医薬品許可、毒劇物 

 

「火薬類許可｣ 

組立ハウス、工業用薬品(毒物劇物)、ワイヤー等 

 

 

０２ 

衛 

生 

部 

門 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

医 薬 機 器 

医 療 用 品 類 

医 薬 品 

一 般 薬 品 資 材 

そ の 他 

｢医療用具届出｣ 

同  上 

｢医薬品・毒物許可登録等｣ 

同  上 

放射線防護用品等 

 

 

 

０３ 

教 

育 

研 

究 

部 

門 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

教 材 用 各 種 用 品 

理化学機械器具及び資材 

計 ・ 測 機 器 類 

図 書及 び定 期刊行 物 

運 道 具 

動 物 

そ の 他 

視聴覚機器、楽器、ミシン、模型、標本等 

光学機器、実験機器、分析機器等 

軽量用機器、気象用機器、音響測定器等 

地図類を含む 

柔剣道具等スポーツ、レジャー用具等 

鳥、魚、虫類を含む｢家畜商免許｣ 

美術工芸品、囲碁将棋用品、スライド等 

 

 

０４ 

事 

務 

部 

門 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

事 務 用 機 器 

家 具 ・ 調 度 類 

文 具 ・ 用 紙 類 

印 章 

写 真 類 

そ の 他 

計算機、電算機、複写機、事務用電気製品等 

 

 

 

カメラ、印画紙、DPE 等 

レコード、テープ類等 

 

 

 

 

０５ 

 

印 

 

刷 

 

部 

 

門 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

フ ォ ー ム 印 刷 

凸 版 印 刷 

凹 版 印 刷 

平 版 印 刷 

孔 版 印 刷 

複 写 類 

製 本 

印刷機械器具及び資材 

そ の 他 

 

シール印刷、ステッカー印刷を含む 

 

スクリーン印刷、地図類の印刷を含む 

タイプオフセットを含む 

青写真、マイクロ写真類等 

 

事務用を除く 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 分 類   中    分    類    注 「 販 売 に 関 す る 許 可 等 」 

 

 

０６ 

 

車 

両 

部 

門 

６０  

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

自 動 車 

自 転 車・ その 他車 類 

車 両 用 品 

車 両 修 繕 

そ の 他 

 

スクーター・リヤカー等を含む 

 

｢工場認定証指定｣ 

 

 

 

０７ 

油 

脂 

燃 

料 

部 

門 

７０ 

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

車 両 燃 料 

暖 房 燃 料 

油 脂 料 

染 料 

そ の 他 

船舶用を含む｢石油製品販売業届出｣ 

同  上｢高圧ガス液化ガス許可｣ 

 

 

 

 

 

０８ 

繊 

維 

皮 

革 

部 

門 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

被 服 類 

寝 具 類 

靴 鞄 類 

一 般 繊 維 皮 革 類 

そ の 他 

軍手・ゴム製品を含む 

 

 

洋品、服地、衣料、テント、毛皮、シート類 

ウエス、ロープ類 

 

 

 

 

０９ 

そ 

の 

他 

の 

部 

門 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

保 安 消 防 機 材 

記章・ネームプレート類 

広 告 及 び 看 板 類 

時 計 類 ・ 金 属 類 

食 料 品 類 

金 物 雑 貨 ・ 陶 器 類 

日 用 雑 貨 

洗 濯 

そ の 他 

標識類、交通安全施設、避難設備等 

トロフィー、楯、幟、緞張、幕布、ワッペン、腕章 

パネル、懸垂幕、広告用品 

 

お茶類を含む 

厨具、暖房器具、硝子製品、大工道具等を含む 

ワックス、洗剤類、袋類、喫煙等 

１０ 
特 殊

部 門 
０１ 百貨(デパート・供給商社) ｢百貨店営業許可｣ 


